
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,640 円 3,599 円

2,640 円 3,360 円

2,640 円 3,315 円

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

入善町下水道事業経営戦略

平成12年度

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ： 富 山 県 入 善 町

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

14.47人/ha

１か所（入善浄化センター）

無

処 理 区 数 1処理区（入善処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成２８年度より黒部市愛本新地区に係る汚水処理の受入れを実施しています。
また、令和6年度より黒部市愛本地区に係る汚水処理の受入れを実施しています。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

当町は扇状地に位置し、地下水が豊富かつ、散居という地域特性があるため、上水道事業を行っていません。飲用水は町営
の簡易水道事業以外に、小規模組合営や個人井戸などの割合が多く、量水器がない家庭も多い状況です。このため、一般家
庭の使用料については、住民基本台帳を基本とした世帯人数による累進性を採用しています。
（基本使用料2,280円＋人数割料金600円×世帯人数）×消費税

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

条例に定める㎥ あたりの使用料単価にて徴収しています。

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

新川広域圏し尿処理施設からのし尿を希釈したものの受入を行っています。新川広域圏事務組合との協定単価にて徴収して
います。
その他、別荘扱いとする季節利用、井戸水等メーターにより確認できない水栓の認定水量などがあります。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

なし

 イ　指定管理者制度

入善浄化センターの管理運営を民間事業者へ外部委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別表のとおり（令和6年度経営比較分析表）

職 員 数

5人

事業全体統括　1名（水道課長 下水道事業兼務）
水道係　使用料金賦課徴収担当　1名、負担金賦課徴収担当　1名、維持管理・工事担当　1名、事務統括　1名

風力発電事業

地下に設置されている反応槽上部を有効活用してパークゴルフ場を整備していま
す。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

下水道使用料表(１ヵ月当たり)

一般用

公衆浴場用

一
般
家
庭

事
業
所
等

１㎥につき１９８．０円

８，５８０円

１㎥につき８５．８円

排除汚水量

基本料金２０㎥まで

２０㎥を超え５０㎥まで

５０㎥を超え１００㎥まで

１００㎥を超える分

基本料金１００㎥まで

１００㎥を超える分

使用料(税込)

３，１６８円

１㎥につき１７１．６円

１㎥につき１８４．８円

区分

基本料金(一世帯当たり)

世帯人員割(一人当たり)

２，５０８円

６６０円

使用料(税込)



２．将来の事業環境

（１）

（注）上表の「実績値」は2020年度から2024年度までの実績値をベースに推計した値です。

（注）上表の「実績値」は2020年度から2024年度までの実績値をベースに推計した値です。

処理区域内人口の予測

（１）人口の予測
①行政区域内人口
　行政区域内人口の将来予測は、人口ビジョンベースとして「第７次入善町総合計画2021-2030年　第２期　にゅうぜん「まち・ひと・しごと」づくり戦略」に予測値を持
ち合わせています。また、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による将来推計人口に加え、実績値に基づく推計値も記載しました。
②処理人口
　人口ビジョンベースがやや実績値から乖離しているため、社人研ベースと実績値ベースで試算しました。
　将来の行政区域内人口、処理人口は、次のとおりです。

処理区域内人口 （単位：人）

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

社人研 4,495 4,425 4,355 4,285 4,215 4,145 4,077 4,008 3,940 3,871 3,803

実績値 4,535 4,437 4,340 4,242 4,144 4,047 3,949 3,851 3,753 3,656 3,558

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

処理区域内人口

社人研 実績値

計画期間
（人）

0

5000

10000

15000

20000

25000

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

行政区域内人口

町目標 社人研 実績値

（人）

計画期間

行政区域内人口 （単位：人）

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度

町目標 21,881 21,716 21,551 21,387 21,222 21,057 20,835 20,612 20,390 20,167 19,945

社人研 21,632 21,295 20,958 20,622 20,285 19,948 19,618 19,288 18,959 18,629 18,299

実績値 21,769 21,355 20,884 20,414 19,944 19,474 19,003 18,533 18,063 17,593 17,122



（２）

（注）上表の「実績値」は2020年度から2024年度までの実績値をベースに推計した値です。

（３）

（注）上表の「実績値」は2020年度から2024年度までの実績値をベースに推計した値です。

使用料収入の見通し

今後の使用料収入については、令和7年度に120％の料金改定を実施したものの、長期的には社人研ベース・実績値ベースともに減少を見込みます。今後の使用
料のグラフと予測値は次のとおりです。
今後は、健全な下水道事業を持続するために、社会情勢に合わせ適切な時期に再度の料金改定の検討を行っていきます。

有収水量の予測

今後の有収水量については、社人研ベース・実績値ベースともに減少を見込みます。今後の有収水量のグラフと予測値は次のとおりです。

有収水量 （単位：㎥）

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

社人研 382,085 376,136 370,187 364,238 358,289 352,340 346,515 340,690 334,865 329,039 323,214

実績値 385,489 377,183 368,877 360,571 352,265 343,959 335,653 327,347 319,041 310,735 302,429

使用料 （単位：千円）

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

社人研 70,124 69,032 67,940 66,848 65,757 64,665 63,596 62,527 61,457 60,388 59,319

実績値 70,749 69,224 67,700 66,175 64,651 63,127 61,602 60,078 58,553 57,029 55,505
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果及びそれに基づく長期目標

ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的に浄化センターの設備やマンホールポンプ場、マンホール蓋等の更新を
行うことにより事業費の抑制及び平準化を図ります。

施設の見通し

アセットマネジメント計画に基づき、計画的に処理場施設の改築更新を実施していきます。

組織の見通し

目 標

収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果及びそれに基づく長期目標

安定的に下水道サービスを提供していくために、経費の抑制と、4年ごとの段階的な下水道使用料の検討・改定によって経費回
収率を向上させ、経営基盤を強化します。令和17年度時点で経費回収率は100％程度の維持を目指します。

今後も退職者の増加が見込まれることから、増員は難しいと予測されます。よって、現状のような限られた人数での効率的な業務遂行が求められます。

目 標

【資本的収入】
・企業債については建設改良費の1/4に加え、令和8年度以降は資本費平準化債を最大限利用することとして推計しました。償還期間30年（5年据置）・利率2.5％を
ベースとし、資本費平準化債は償還期間20年（3年据置）・利率2.5％として推計しました。
・国（県）補助金については建設改良費の1/2として推計しました。
【収益的収入】
・料金収入については、実績値ベースに4年毎の料金改定を反映して推計しました。現金預金残高が正の値となるように4年毎の適宜のタイミングで料金改定を行
うことを前提とします。
・他会計繰入金は元金償還額の一定割合で計算し、これから｛資本費平準化債発行金額－（減価償却費－長期前受金戻入）｝の1/2を減算する前提とします。まず
は、収益的収入・他会計補助金に充当し、3条収支に余裕がある場合に資本的収入・他会計出資金に計上する前提とします。

・主要な設備投資の完了からあまり時間が経過していないため、計画期間内においては重要な投資を見込みません。

人口減少、少子高齢化、省資源化（節水化）、生活様式の変化など社会構造の変化に伴い、将来的には使用料収入の減少による収益力の低下が懸念される一方
で、過去に整備した管路や施設等が今後大量に改築・更新の時期を迎え、下水道事業を取り巻く経営環境は大変厳しくなることが予測されます。
このため、下水道事業が将来にわたって持続可能なものとするため、ストックマネジメント計画に基づき老朽化する入善浄化センターの設備をはじめマンホールポ
ンプ場やマンホール蓋等の管路施設の改築・更新に努めるとともに、4年ごとを目安に経営状況の分析を行い下水道使用料の見直しを検討するなど、財政運営の
健全化に努め、安定的に事業を継続していくことを経営の基本方針とします。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

工事負担金については、下水道区域外から接続する場合の受益者負担金額の増額を検討します。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

【職員給与費】
・令和5～7年度の人事院の国家公務員給与の引き上げ勧告の平均値が約3％であったため、令和8年度以降の人件費も上昇（年3％）すると見込んで推計しまし
た。
【動力費】
・令和6年度決算額をベースに、以降は毎年物価上昇率（年3％）を見込んで推計しました。
【修繕費】
・令和6年度決算額をベースに、以降は毎年物価上昇率（年3％）を見込んで推計しました。
【委託料】
・令和6年度決算額をベースに、以降は毎年物価上昇率（年3％）を見込んで推計しました。
【その他経費】
・令和6年度決算額をベースに、以降は毎年物価上昇率（年3％）を見込んで推計しました。

入善浄化センターの風力発電施設は、同施設の消費電力を賄うことを目的として整備していますが、一
時的な余剰電力を電気事業者による再生可能エネルギー電気の特別措置法により、売電しています。
稼動から20年近くが経過し、老朽化に伴う発電量の減や施設整備に伴う消費電力量増加により、売電
量はやや減少傾向にあります。なお、固定買取価格制度が令和9年度に終了するため、令和10年度以
降の施設の活用や存廃について検討を要します。

人口減少時代においても施設老朽化に伴う更新は必須であることから、令和17年度時点での経費回収
率100％の維持を目標に4年ごとに経営状況の分析を行い、下水道使用料の見直しを検討します。
住民負担を伴うことから、可能な限りの経営努力と並行して、改定率や累進性などについて内容検討・
改定判断を行うものとします。使用料の見直しに関する事項

機械設備や情報通信技術など下水道事業における新技術を積極的に取り入れ、事業の効率化を目指
します。

持続可能な下水道事業のために国が求めるウォーターPPP（公共施設等運営事業方式に準ずる効果
が期待できる官民連携方式）の導入など、民間活力・ノウハウの活用について、近隣市町・類似団体の
取り組み事例を参考にしながら本町における活用の可能性を研究していきます。

ストックマネジメント計画に基づき、管路施設の更新計画策定サイクルコストの低減、効率的な維持管
理に努め、適正な事業費の割当を行います。
下水道区域外からの接続については、収入に見合う投資を行うことを基本とします。

近隣団体との広域化の検討を実施します。
また、県内他団体とのシステム等の共同調達によるコストダウンを検討します。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

持続可能な下水道事業のために国が求めるウォーターPPP（公共施設等運営事業方式に準ずる効果
が期待できる官民連携方式）の導入など、民間活力・ノウハウの活用について、近隣市町・類似団体の
取り組み事例を参考にしながら本町における活用の可能性を研究していきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

・経営戦略の各施策を着実に実施するために、PDCAサイクルに基づいたフォローアップによって、計画の策定、事
業の推進、達成状況の確認、改善の検討を繰り返し行います。
・計画期間は令和8年度(2026年度)～令和17年度（2035年度）の10年間とし、毎年度末に事業の進捗状況や計画に
対する達成状況等の確認を行います。また、計画期間を前期5年、後期5年に分類し、前期5年目の令和12年度
（2030年度）にフォローアップ及び必要に応じた見直しを行い、計画期間が終了する令和17年度（2035年度）に経営
戦略の更新を行う予定です。
・令和６年１月に発生した能登半島地震を教訓として施設の強靭化が求められており、また、物価高騰等の急激な
社会情勢変化にも適応する必要があります。

職員給与費に関する事項

業務に支障がないよう、適切な体制を継続します。

動力費に関する事項

機器の適正な運用を図るとともに、設備の更新時に省電エネ機器を導入するなど経費の節減に努めま
す。
また、再生可能エネルギーの利用の検討を行います。

修繕費に関する事項

持続可能な下水道事業のために国が求めるウォーターPPP（公共施設等運営事業方式に準ずる効果
が期待できる官民連携方式）の導入など、民間活力・ノウハウの活用について、近隣市町・類似団体の
取り組み事例を参考にしながら本町における活用の可能性を研究していきます。

委託費に関する事項

持続可能な下水道事業のために国が求めるウォーターPPP（公共施設等運営事業方式に準ずる効果
が期待できる官民連携方式）の導入など、民間活力・ノウハウの活用について、近隣市町・類似団体の
取り組み事例を参考にしながら本町における活用の可能性を研究していきます。

その他の取組

特記事項はありません。

薬品費に関する事項

県内他団体との共同調達によるコストダウンを検討します。



　本町の下水道事業は平成13年に供用開始し、25年
程度経過している。

①有形固定資産減価償却率
　菅渠の耐用年数到来まで猶予があるため低い指標
となっている。
②菅渠老朽化率
　整備して耐用年数の50年を経過した菅渠はない。
③菅渠改善率
　②同様、菅渠の大規模な更新は見込んでいない。

2. 老朽化の状況

全体総括

　・経営戦略　H29.1策定済

　経営戦略に掲げる、重点課題とアクションプラン
を確実に実行し、経営改善に努める。
　アクションプランのうち、平成29年度から下水道
の本管延伸の抑制、他自治体の汚水受入による余剰
能力の活用、将来的な事業統合を見据えた会計統合
などが実行済である。
　
　現在、経営戦略の策定作業中であり、R8.3に策定
予定としている。
　今後は、新たな経営戦略に掲げる安定的なサービ
ス提供のための経費抑制と段階的な使用料改定によ
り、経営基盤を強化することを目標に努める。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

- 50.46 20.78 85.00 3,740

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

4,588 3.17 1,447.32 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率
　指標が100％を超えているが、人口減少による使
用料収入の減少や維持管理費の増大が見込まれるた
め、使用料収入改定の検討や経費圧縮に努める。
②累積欠損金比率
　累積欠損金は発生していないが、今後も必要に応
じて使用料改定を行うことで、経営健全化に努め
る。
③流動比率
　企業債償還額が大きいため、今後もこの傾向が続
く見込みである。
④企業債残高対事業規模比率
　料金収入に対して、資本費の負担が大きい状態で
ある。H26年度から資本費平準化債を活用し、償還
額をコントロールしながら計画的な償還に努める。
⑤経費回収率
　人口減少に伴い使用料収入の減少が見込まれるた
め、R7年度に20％の料金改定を実施し、使用料収入
の増に伴い、経費回収率も改善が見込まれる。
⑥汚水処理原価
　企業債償還額の増加による悪化が懸念される。
⑦施設利用率
　公共エリアの処理施設で集約処理のため該当な
し。
⑧水洗化率
　微増の見込であるが、引き続き下水道未接続世帯
への啓発活動に取り組む。

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

22,256 71.25 312.36 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 農業集落排水 F2 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
富山県　入善町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.03

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 115.46

平均値 - - - - 106.62

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 3.15

平均値 - - - - 24.53

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.00

①経常収支比率(％)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 107.99

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 6.08

平均値 - - - - 58.25

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 3,531.40

平均値 - - - - 791.46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 91.81

平均値 - - - - 47.96

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 165.23

平均値 - - - - 325.85

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - -

平均値 - - - - 45.32

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 92.28

平均値 - - - - 83.54

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【104.30】 【102.74】 【47.19】 【798.10】

【87.80】【49.92】【286.33】【54.51】

【28.46】 【0.03】 【0.02】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 64,645 72,294 70,736 69,179 67,621 92,489 90,308 88,127 85,946 83,766 81,585 79,404
(1) 63,263 70,749 69,224 67,700 66,175 90,511 88,377 86,243 84,109 81,975 79,841 77,707
(2) (B)
(3) 1,382 1,546 1,512 1,479 1,446 1,977 1,931 1,884 1,837 1,791 1,744 1,698

２． 181,269 181,950 151,602 151,390 149,755 150,169 151,551 152,720 153,425 154,924 155,313 156,101
(1) 106,121 107,096 76,748 76,536 75,139 75,553 76,935 78,104 78,809 80,308 80,697 81,485

106,121 107,096 76,748 76,536 75,139 75,553 76,935 78,104 78,809 80,308 80,697 81,485

(2) 74,791 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497 74,497
(3) 357 357 357 357 119 119 119 119 119 119 119 119

(C) 245,914 254,244 222,339 220,569 217,376 242,658 241,859 240,847 239,371 238,690 236,898 235,505
１． 175,202 175,401 176,209 177,041 177,899 178,782 179,692 180,629 181,594 182,588 183,612 184,666
(1)

(2) 26,156 26,941 27,749 28,581 29,439 30,322 31,232 32,169 33,134 34,128 35,151 36,206
6,614 6,812 7,017 7,227 7,444 7,667 7,897 8,134 8,378 8,630 8,889 9,155
1,598 1,646 1,695 1,746 1,799 1,853 1,908 1,965 2,024 2,085 2,148 2,212

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
17,941 18,479 19,034 19,605 20,193 20,799 21,422 22,065 22,727 23,409 24,111 24,835

(3) 149,046 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460 148,460
２． 37,791 35,243 32,694 32,592 32,535 32,423 32,213 31,683 30,794 29,546 28,039 26,213
(1) 37,791 35,243 32,694 32,592 32,535 32,423 32,213 31,683 30,794 29,546 28,039 26,213
(2)

(D) 212,993 210,643 208,903 209,633 210,434 211,205 211,905 212,312 212,387 212,134 211,651 210,880
(E) 32,921 43,600 13,435 10,936 6,942 31,453 29,954 28,535 26,984 26,556 25,247 24,625
(F) 123
(G) 3,120
(H) △ 2,997

29,924 43,600 13,435 10,936 6,942 31,453 29,954 28,535 26,984 26,556 25,247 24,625
(I) 29,924 73,524 86,960 97,895 104,837 136,290 166,244 194,779 221,763 248,319 273,566 298,191
(J) 14,412 16,781 32,395 43,173 62,430 101,989 122,296 133,676 135,427 129,969 114,090 95,281

6,577 7,355 7,197 7,038 6,880 9,410 9,188 8,966 8,744 8,522 8,300 8,079
(K) 237,002 242,559 241,743 233,976 225,473 211,266 195,435 177,484 165,479 149,603 139,051 127,171

220,292 233,923 232,674 224,455 215,476 200,768 184,413 165,911 153,327 136,844 125,654 113,103

8,225 8,636 9,068 9,521 9,998 10,497 11,022 11,573 12,152 12,760 13,398 14,068
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 64,645 72,294 70,736 69,179 67,621 92,489 90,308 88,127 85,946 83,766 81,585 79,404

(N)

(O)

(P)

令和１７年度

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費

令和８年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 81,000 81,000 159,959 158,711 150,492 137,630 115,160 90,906 64,703 44,842 21,976 5,406

81,000 81,000 159,959 158,711 150,492 137,630 115,160 90,906 64,703 44,842 21,976 5,406

２．

３．

４．

５．

６． 14,025 2,087 12,474 9,458 2,220 2,612 2,233 2,731 3,072

７．

８． 900 250 250

９． 20,572 8,945

(A) 102,472 104,220 162,297 158,711 162,966 147,088 117,379 93,518 66,936 47,572 21,976 8,478

(B)

(C) 102,472 104,220 162,297 158,711 162,966 147,088 117,379 93,518 66,936 47,572 21,976 8,478

１．

２． 220,292 220,292 233,923 232,674 224,455 215,476 200,768 184,413 165,911 153,327 136,844 125,654

３．

４．

５． 21

(D) 220,313 220,292 233,923 232,674 224,455 215,476 200,768 184,413 165,911 153,327 136,844 125,654

(E) 117,841 116,072 71,626 73,963 61,489 68,387 83,389 90,895 98,975 105,755 114,868 117,176

１． 74,255 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963 73,963

２． 29,924 43,600 13,435 10,936 6,942 31,453 29,954 28,535 26,984 26,556 25,247 24,625

３．

４． 51,715

(F) 155,894 117,563 87,399 84,899 80,905 105,416 103,917 102,498 100,947 100,519 99,210 98,588

△ 38,053 △ 1,491 △ 15,773 △ 10,936 △ 19,416 △ 37,029 △ 20,528 △ 11,603 △ 1,972 5,235 15,657 18,587

(G)

(H) 2,274,389 2,135,097 2,061,134 1,987,170 1,913,207 1,835,362 1,749,753 1,656,247 1,555,039 1,446,553 1,331,685 1,211,438
不足額 △ 38,053 △ 39,544 △ 55,317 △ 66,252 △ 85,668 △ 122,698 △ 143,226 △ 154,828 △ 156,800 △ 151,565 △ 135,908 △ 117,320

○他会計繰入金 R6 R7 R8 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

106,121 107,096 76,748 76,536 75,139 75,553 76,935 78,104 78,809 80,308 80,697 81,485

106,121 107,096 76,748 76,536 75,139 75,553 76,935 78,104 78,809 80,308 80,697 81,485

106,121 107,096 76,748 76,536 75,139 75,553 76,935 78,104 78,809 80,308 80,697 81,485

2035年度

2035年度

2034年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

2031年度 2032年度

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

2030年度

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

2027年度 2028年度 2029年度 2030年度2026年度

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

2033年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資 本 的 収 支 分

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

本年度

う ち 基 準 外 繰 入 金

他 会 計 へ の 支 出 金

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

企 業 債


